
 外来患者様へ  

院外処方開始のお知らせ 

令和２年１０月１日（木）より 

病院外の薬局でお薬をお渡しすること（院外処方）になります。 

 

これまで外来患者様のお薬を病院の薬剤師よりお渡ししておりましたが、 

令和２年１０月１日より、院外の保険薬局でお薬を受け取っていただくことになりました。  

ご了承の程、よろしくお願いいたします。 

※会計時に『院外処方せん』を発行いたしますので、発行日を含め４日以内に保険調剤薬局にて調剤を受けてください。 

上記期間を過ぎたり紛失された場合、再発行には自己負担金をいただく場合がございますので、ご了承ください。 
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